
令
和
元
年
五
月
十
四
日
提
出

質
問
第
一
七
〇
号

わ
が
国
の
消
費
税
及
び
Ｅ
Ｕ
型
付
加
価
値
税
の
違
い
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

福

田

昭

夫
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わ
が
国
の
消
費
税
及
び
Ｅ
Ｕ
型
付
加
価
値
税
の
違
い
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

わ
が
国
の
消
費
税
の
納
税
義
務
者
は
、
「
資
産
の
譲
渡
等
を
行
う
事
業
者
及
び
輸
入
者
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

�

仕
入
れ
税
額
控
除
方
式
に
よ
り
、
事
業
者
は
納
税
義
務
者
で
は
あ
る
が
、
消
費
税
を
一
円
も
負
担
し
て
い
な
い
と
思
う

が
、
そ
の
通
り
か
。
Ｙ
Ｅ
Ｓ
か
Ｎ
Ｏ
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

�

輸
入
者
と
は
「
消
費
者
も
法
人
も
国
や
地
方
自
治
体
の
公
的
機
関
も
、
輸
入
す
る
者
は
す
べ
て
納
税
義
務
者
と
な
る
」

の
か
。
Ｙ
Ｅ
Ｓ
か
Ｎ
Ｏ
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

二

Ｅ
Ｕ
Ｖ
Ａ
Ｔ
指
令
で
は
「
国
・
地
方
公
共
団
体
等
の
公
的
機
関
は
経
済
競
争
面
で
重
大
な
歪
み
を
も
た
ら
す
場
合
を
除

き
、
付
加
価
値
税
の
課
税
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
」
が
、
わ
が
国
の
消
費
税
で
は
「
国
・
地
方
公
共
団
体
等
の
公
的
機
関
が

何
故
消
費
税
を
負
担
す
る
」
の
か
。
そ
の
理
由
を
明
確
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。

三

Ｅ
Ｕ
Ｖ
Ａ
Ｔ
指
令
で
は
付
加
価
値
税
の
納
税
義
務
者
は
「
経
済
活
動
を
い
か
な
る
場
所
で
あ
れ
独
立
し
て
行
う
も
の
及
び

輸
入
者
」
と
な
っ
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
で
は
消
費
者
だ
け
で
は
な
く
事
業
者
（
生
産
・
卸
・
小
売
り
）
も
付
加
価
値
税
を
負
担
し

て
い
る
と
思
う
が
ど
う
か
。
政
府
が
承
知
し
て
い
れ
ば
、
Ｙ
Ｅ
Ｓ
か
Ｎ
Ｏ
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

四

Ｅ
Ｕ
指
令
に
基
づ
く
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
「
国
際
的
な
付
加
価
値
税
／
物
品
・
サ
ー
ビ

一



ス
税
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
は
、
仕
向
地
主
義
に
よ
っ
て
「
輸
出
は
付
加
価
値
税
を
免
れ
」
と
あ
る
が
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世

界
貿
易
機
関
）
の
「
補
助
金
・
相
殺
措
置
に
関
す
る
協
定
」
で
は
「
輸
出
を
条
件
に
し
た
補
助
金
（
減
税
も
含
ま
れ
る
）
と

国
内
産
品
の
優
先
使
用
に
基
づ
く
補
助
金
が
、
禁
止
補
助
金
（
レ
ッ
ド
補
助
金
）
と
し
て
交
付
が
原
則
禁
止
さ
れ
て
い

る
」
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
補
助
金
協
定
の
考
え
方
が
全
く
違
う
が
そ
の
理
由
は
何
か
。

�

Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
て
い
な
い
わ
が
国
が
、
消
費
税
法
第
七
条
で
免
税
と
し
て
還
付
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
輸
出

を
条
件
に
交
付
さ
れ
る
補
助
金
（
減
税
も
含
ま
れ
る
）
、
輸
出
奨
励
補
助
金
、
禁
止
補
助
金
と
し
て
認
定
さ
れ
る
の
で
は

な
い
の
か
。
Ｙ
Ｅ
Ｓ
か
Ｎ
Ｏ
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

�

わ
が
国
の
消
費
税
の
輸
出
免
税
還
付
金
は
、
Ｅ
Ｕ
以
外
の
付
加
価
値
税
の
な
い
国
へ
輸
出
し
て
も
還
付
さ
れ
て
い
る
と

思
う
が
ど
う
か
。
Ｙ
Ｅ
Ｓ
か
Ｎ
Ｏ
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

五

国
会
に
提
出
し
て
い
る
「
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
」
の
様
式
を
、
消
費
税
の
申
告
書
を
変
更
し
た
上
で
、
次

の
よ
う
に
改
め
、
国
の
予
算
書
、
決
算
書
に
反
映
さ
せ
、
正
確
な
税
情
報
を
開
示
し
て
国
民
の
信
頼
を
得
る
べ
き
だ
と
思
う

が
、
ど
う
か
。
Ｙ
Ｅ
Ｓ
か
Ｎ
Ｏ
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

�

歳
入

〇
事
業
者

〇
〇
〇
〇
円

二



〇
輸
入
者

〇
〇
〇
〇
円

〇
合
計

〇
〇
〇
〇
円

�

歳
出

〇
地
方
へ
の
支
払
金

〇
〇
〇
〇
円

〇
輸
出
免
税
還
付
金

〇
〇
〇
〇
円

〇
過
誤
納
金
等
還
付
金

〇
〇
〇
〇
円

〇
免
税
店
還
付
金

〇
〇
〇
〇
円

〇
合
計

〇
〇
〇
〇
円

六

国
・
地
方
公
共
団
体
等
の
公
的
機
関
が
平
成
二
十
九
年
度
い
く
ら
消
費
税
を
納
め
た
か
決
算
見
込
み
で
明
ら
か
に
し
て
下

さ
い
。

〇
国

〇
〇
〇
〇
円

〇
地
方
公
共
団
体

〇
〇
〇
〇
円

〇
国
・
地
方
以
外
の
公
的
機
関

〇
〇
〇
〇
円

〇
合
計

〇
〇
〇
〇
円

三



右
質
問
す
る
。

四


